
  

受注者が調達する物品 

 

ア 業務に必要な被服等 

白衣上下、帽子、マスク、短靴 等 

イ 業務に必要な消毒用薬品等 

  手洗い用石けん、消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム等 

ウ 洗浄等に必要な消耗品類、清掃用具及び手入れ用品 

ペーパータオル、スポンジ、ポリ袋、使い捨て手袋、作業用ゴム手袋（天然

ゴム製）、ワイヤーブラシ、タオル、雑巾、軍手、バケツ、ホース、ほうき、

ちりとり、モップ、モップ絞り器、水切りワイパー(大)、ハンドワイパー、

漂白剤、石けん入れ、ゴミ箱、ゴミ袋、水切り用ネット 等 

エ 業務従事者の使用する雑貨等 

  救急薬品、筆記用具、従事者用茶器、ポット、スリッパ、洗たく用石けん 等 

オ その他の物品で受注者の負担とすることが適当と認められるもの 

 

 ※ 消毒、洗浄等に使用する洗剤等については、原則、「特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成１１年法律第８６号）

のＰＲＴＲ制度で対象とされる化学物質が含まれていない洗剤等を調達するこ

と。 


